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「保育所等に勤務する職員等を対象とした障がい児保育対応力向上研修及び 

医療的ケア研修」企画提案公募実施要領 

 

 

 福岡県では、障がい児及び医療的ケア児の保育所等における円滑な受入れを促進するため、

保育所等に勤務している職員等に対して障がい児保育の対応力向上研修、喀痰吸引等の医療

的ケアの研修及び実際に医療的ケア児を受け入れている（受入れを検討している）施設への

実地研修を業務委託により実施する予定であり、その受託者を選定するための企画提案公募

を以下に基づき実施します。 

 なお、本事業は福岡県の令和８年度予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっ

ては、事業を中止し、または一部変更して実施することがあります。 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務名称 

   「保育所等に勤務する職員等を対象とした障がい児保育対応力向上研修及び医療的 

ケア研修」に係る委託業務 

（２）業務内容 

   別添「業務委託公募仕様書」のとおり 

   

 ２ 予算規模 

   ４，２９１千円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

 ３ 委託事業の実施期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 企画提案公募参加資格 

   次の要件が備わっている必要があります。 

 （１）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤を有していること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競争入札の参加者

の資格）が規定する者に該当しないこと。 

 （３）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 14年２月 22日 13管

達第 66号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中ではない者 

 （４）福岡県暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者ではないこと。 

 （５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

 

５ 企画提案書提出期限及び提出先 

 （１）提出期限 

    令和８年３月２４日（火）１７時まで 

 （２）提出先 

    福岡県福祉労働部子育て支援課 保育企画・人材確保係（福岡県庁行政南棟２階） 

    〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

電話：０９２－６４３－３５８４ 
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 （３）注意事項 

 提出期限を過ぎた場合は受付できません。 

 提出は郵送でも可能ですが、提出期限必着とします。 

 ＦＡＸ及び電子メールでの提出は受け付けません。 

 

６ 企画提案書の作成方法等 

   提案対象となる業務内容について、下記（１）から（４）の事項を記載してください。 

（１）提案事業者の概要 

 提案事業者の組織体制、経営状況、事業内容等 

 業務を受託するに当たってのセールスポイント 

 国又は地方公共団体の業務受託等実績（特に当該事業に類似した事業のもの） 

 （２）業務全体の概要 

 業務全体の運営管理、業務実施体制（スタッフの業務分担、スケジュール、進捗状

況や目標の管理体制） 

 個人情報保護に関する取組（個人情報の管理方法、プライバシーマークの取得状況

等） 

 （３）業務内容の詳細 

 別添「業務委託公募仕様書」のとおり 

 （４）所要経費 

 契約金額については、提出された提案書の評価を行い、業務実施候補者を選定した

後、候補者に対し、改めて見積書提出の依頼を行い決定します。 

 （５）企画提案書の様式 

 企画提案書は、Ａ４版で作成してください。 

・ 表紙には、「「保育所等に勤務する職員等を対象とした障がい児保育対応力向上研修

及び医療的ケア研修」業務提案書」と記載し、提出年月日、会社名（団体名）を    

記載してください。 

 企画提案書は図表等を含めて 20ページ以内（表紙を除く）とし、ページ番号を振っ

てください。内容は、簡潔かつ明瞭に記載してください。 

 文字の大きさは、10.5ポイント以上とします。（表題、図表を除く） 

 （６）提出媒体 

 提出部数：片面カラー印刷で６部 

 （７）その他 

 提出された企画提案書等は委託先の選定のみに使用します。 

 企画提案書の作成に要した費用、その他参加に要した費用については企画提案事業

者の負担とします。 

 本要領に示した公募参加の資格がない者又は提出書類に虚偽の記載をした者の提出

した企画提案書は無効とします。 

 提出された企画提案書等は、理由のいかんを問わず返却しません。 

 提案に当たっては、妥当性があり、実現可能なものとなるよう十分精査してくださ

い。 

 

７ 企画提案に関する質問及び回答 

 （１）質問は、質問書（規定様式）により令和８年３月１３日（金）１７時までに、電子

メールで下記まで提出すること。 

   Mail：hoikukikakujinzai@pref.fukuoka.lg.jp 
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 （２）質問に対する回答は、質問者に対して電子メールで直接回答するとともに、福岡県

のホームページに掲載します。 

 

８ 委託先の選定 

  福岡県福祉労働部に設置する、「保育所等に勤務する職員等を対象とした障がい児保育

対応力向上研修及び医療的ケア研修」受託事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）において、企画提案書の内容を総合的に審査し、最も優秀な提案を行った１事業者

を選定します。 

プレゼンテーションは実施しませんが、提案書の内容について個別にヒアリングを行

う場合があります。 

 なお、企画提案者が１事業者のみだった場合は、選定委員会で協議の上、決定します。 

 また、審査の結果は４月上旬を目途に通知します。 

 

９ 委託契約について 

 （１）選定委員会で選定された事業者と委託契約を締結します。 

    なお、委託契約締結に係る費用は受託者の負担とします。 

 （２）委託契約に当たっては、提案内容を基に両者協議の上、最終の仕様を決定します。 

 （３）委託契約に当たっては、福岡県財務規則第 169条の規定により「当初委託契約額（消

費税込）」の100分の10以上の金額を契約保証金として福岡県に納めていただきます。 

なお、この契約保証金は契約が支障なく履行されたときは、委託契約期間終了時に

全額返還します。 

 また、福岡県を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結された場合や、

県の競争入札参加資格者名簿に登載され、過去２年以内に福岡県又は他の地方公共団

体と同種及び同規模の契約を数回以上にわたり締結し、これを全て誠実に履行した場

合などは、契約保証金が減免される場合があります。 

 （４）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、

印刷製本費、賃借料、謝金、保険料等）を含むものとし、原則として領収書等で確認

できるものを対象とします。 

    ただし、委託業務とは直接関係ない経費や、飲食費、備品購入など財産取得となる

経費は対象外です。 

 

１０ その他 

本委託業務は、令和８年度福岡県当初予算の成立及び子ども・子育て支援体制整備総

合推進事業費国庫補助金の交付決定を前提としており、予算の成立及び補助金の交付決

定の状況によっては業務内容等を変更することや、契約を締結しないことがあります。 

 

１１ 問合せ先 

福岡県福祉労働部子育て支援課保育企画・人材確保係 

担当：川添 

電話：０９２－６４３－３５８４ ＦＡＸ：０９２－６４３－３２６０ 

Mail：hoikukikakujinzai@pref.fukuoka.lg.jp 


